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【出願番号】特願2008-216055(P2008-216055)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/07     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/352    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/7048   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/203    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/11     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/232    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   9/50     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   9/02     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/48     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/49     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/60     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/67     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   1/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/97     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/48     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  17/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  31/07    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/352   　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/7048  　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/203   　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/11    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/232   　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/10    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/12    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/16    　　　　
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   Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　
   Ｃ１１Ｄ   9/50    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   9/02    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   3/48    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/49    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/60    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/67    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/00    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/08    　　　　
   Ａ６１Ｑ   1/14    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/10    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/97    　　　　
   Ａ６１Ｋ  35/78    　　　Ｊ
   Ａ６１Ｋ  35/78    　　　Ｘ
   Ａ６１Ｑ  17/04    　　　　
   Ａ６１Ｑ   5/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月14日(2009.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　局所適用向けの組成物において、ＥＧＦＲ阻害特性を有する、エクオールと、スタウロ
スポリンと、アエロプリシニンと、インドカルバゾールと、ラベンダスチンと、ピセアタ
ンノールと、ケンフェロールと、ダイゼインと、エルブスタチンと、チルホスチンと、こ
れらの組み合わせと、から選択される、天然ＥＧＦＲ阻害化合物と、レチノイドと、皮膚
科学的に適したキャリアとを有することを特徴とする局所用組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の局所用組成物において、前記レチノイドが、レチノイン酸、全トラン
スレチノイン酸、１３－シスレチノイン酸、９－シスレチノイン酸、レチノール、レチナ
ール、レチノイン酸エステル及びこれらの混合物から選択される、天然レチノイドである
ことを特徴とする局所用組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載の局所用組成物において、前記レチノイン酸エステルは、酢酸レチノー
ル又はパルミチン酸レチノールであることを特徴とする局所用組成物。
【請求項４】
　請求項１に記載の局所用組成物において、前記レチノイドは、アダパレンと、タザロテ
ンと、レチノイン酸エチルエステルのトリメチルメトキシフェニル類似物とのいずれから
選択されることを特徴とする局所用組成物。
【請求項５】
　請求項１～４の内のいずれか１項に記載の局所用組成物において、更に、ダイズ由来の
混合物、単離物または抽出物の形態で存在するゲニステイン又はケルセチンを有すること
を特徴とする局所用組成物。
【請求項６】
　請求項１～５の内のいずれか１項に記載の局所用組成物において、前記皮膚科学的に適
したキャリアは、更に、皮膚軟化剤、乳液、保湿剤、又はこれらの組み合わせを含むこと
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を特徴とする局所用組成物。
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